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〔開議 午前１０時００分〕 

議長（髙村泰德議員） おはようございます。 

 これより本日の会議を開きます。 

 ただいまの出席議員は１３名であります。よって、会議は成立いたしておりま

す。 

 最初に、議長の報告ですが、お手元に配付の報告書は朗読を省略し、これより

議事に入ります。 

 本日の議事につきましては、お手元に配付の議事日程第５号により取り進めた

いと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、日程第１「会議録署名議員の指名」を行います。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第８７条の規定により、議長において１２

番、三鬼孝之議員、１３番、村田幸隆議員を指名いたします。 

 次に、日程第２、議案第５０号「工事請負契約について（宮之上小学校耐震整

備に伴う改築工事）」を議題といたします。 

 ただいま議題となりました議案は、朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求

めます。 

 市長。 

〔市長（岩田昭人君）登壇〕 

市長（岩田昭人君） それでは、今回追加議案として提案しております議案第５０号

「工事請負契約について（宮之上小学校耐震整備に伴う改築工事）」につきまし

ては、その予算を平成２４年度尾鷲市一般会計補正予算（第７号）で御承認いた

だき、本年度に繰り越しております。 

 このたび７月２５日に入札を執行し、仮契約をしたところでありますが、今回

本契約をするに当たり、地方自治法第９６条第１項第５号及び議会の議決に付す

べき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定に基づき、議会の議

決を求めるものであります。 

 何とぞよろしく御審議をいただき、御承認賜りますようお願い申し上げます。 

議長（髙村泰德議員） 以上で提案理由の説明は終わりました。 

 これより議案に対する質疑に入ります。 

 ただいまのところ質疑の通告はございません。質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

議長（髙村泰德議員） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 
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 お諮りします。 

 ただいま議題となっております議案は、お手元に配付の議案付託表のとおり、

会議規則第３７条第１項の規定により、所管の常任委員会に付託したいと思いま

す。これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（髙村泰德議員） 御異議なしと認めます。よって、議案は所管の常任委員会に

付託することに決しました。 

 ここで休憩し、ただいま付託されました議案を審査していただくため、第二・

第三委員会室において生活文教常任委員会を開催していただきますのでよろしく

お願い申します。 

 それでは、暫時休憩いたします。 

〔休憩 午前１０時０４分〕 

〔再開 午前１０時３９分〕 

議長（髙村泰德議員） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、日程第３、議案第４２号「尾鷲市新型インフルエンザ等対策本部条例の

制定について」から日程第１０、議案第５０号「工事請負契約について（宮之上

小学校耐震整備に伴う改築工事）」までの計８議案を一括議題といたします。 

 ただいま議題となりました８議案につきましては、所管の常任委員会に付託し

て御審査願っておりますので、その経過並びに結果について各委員長の報告を求

めます。 

 最初に、総務産業常任委員会、三鬼孝之委員長。 

〔１２番（三鬼孝之議員）登壇〕 

１２番（三鬼孝之議員） 私ども総務産業常任委員会へ付託されました議案第４３号

「選挙管理委員会及び議会等の要求により出頭した者等の実費弁償に関する条例

の一部改正について」、議案第４６号「尾鷲市水道事業及び簡易水道事業の設置

等に関する条例の一部改正について」、議案第４８号「職員の給与に関する条例

の臨時特例を定める条例の制定について」、以上３議案につきまして、委員会に

おける審査の経過並びに結果について御報告をいたします。 

 去る７月２２日午前１０時より、市長、水道部長並びに関係課長等の出席を求

め、詳細に説明聴取を行い、慎重に審査いたしました結果、付託されました３議

案につきましては、いずれも全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決

しましたので御報告申し上げます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げ
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ます。 

議長（髙村泰德議員） 次に、生活文教常任委員会、内山  委員長。 

〔２番（内山  議員）登壇〕 

２番（内山  議員） 報告申し上げます。 

 私ども生活文教常任委員会に付託されました議案第４２号「尾鷲市新型インフ

ルエンザ等対策本部条例の制定について」、議案第４４号「尾鷲市立小学校及び

中学校設置条例の一部改正について」、議案第４５号「尾鷲市立幼稚園条例の一

部改正について」、議案第５０号「工事請負契約について（宮之上小学校耐震整

備に伴う改築工事）」、以上４議案につきまして、委員会における審査の経過並

びに結果について御報告申し上げます。 

 去る７月２３日午前１０時より、市長、教育長並びに関係課長等の出席を求め、

詳細に説明聴取を行い、慎重に審査いたしました結果、付託されました議案第４

２号、議案第４４号、議案第４５号につきましては、全会一致で原案どおり可決

すべきものと決しましたので御報告いたします。 

 また、議案第５０号につきましては、本日１０時８分より、市長、教育長並び

に関係課長等の出席を求め、詳細に説明聴取を行い、慎重に審査いたしました結

果、全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決しましたので御報告申し上

げます。 

 なお、議案第４４号「尾鷲市立小学校及び中学校設置条例の一部改正につい

て」及び議案第４５号「尾鷲市立幼稚園条例の一部改正について」につきまして

は、中学校、幼稚園の廃校という内容の条例改正でありましたが、このような趣

旨の条例改正については、突然に提出するのではなく、今回は、本定例会に提出

されております補正予算におけるコミュニティーセンター費と関連があるもので

すから、コミュニティーセンターの計画があり、進められていたのであれば、も

う少し早い段階で議会へ方向性等を示していただき、協議ができておれば、より

建設的な議論ができたのではないかという意見がございましたので、申し添えさ

せていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 

 以上です。 

議長（髙村泰德議員） 次に、予算決算常任委員会、南靖久委員長。 

〔８番（南靖久議員）登壇〕 

８番（南靖久議員） 私たち予算決算常任委員会に付託になりました議案第４７号

「平成２５年度尾鷲市一般会計補正予算（第２号）の議決について」の１議案に
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おける委員会の審査の経過並びにその結果について御報告申し上げます。 

 去る７月２４日及び２５日の両日、午前１０時より、市長、教育長、関係諸課

長等の出席を求め、詳細なる説明聴取を行い、慎重に審査した結果、付託されま

した議案第４７号の清掃費にかかわる補正予算の積算根拠が曖昧だと、厳しい委

員からの指摘が相次ぎ、委員長の私を除く全委員から予算の修正案が提出されま

した。 

 当委員会として、直ちに提出されました予算修正案の提案説明を聴取した後に、

まず、予算修正案について採決を行いました。その結果、全会一致をもって予算

修正案のとおり可決すべきものと決しました。次に、予算修正案部分を除く原案

について採決を行った結果、全会一致で原案どおり可決すべきものと決しました

ので御報告いたします。 

 なお、当委員会で可決されました修正予算案は、お手元の席上に配付のとおり

でございますので、修正案の内容につきましては、委員会における修正案提出者

の提案理由の引用をもって説明をさせていただきます。 

 議案第４７号「尾鷲市一般会計補正予算（第２号）の議決について」のうち、

第４款衛生費、第２項清掃費、第３目塵芥処理施設費の工事請負費６,０２６万

９,０００円につきましては、清掃工場１号炉の側壁及び再燃室補修工事費とし

て予算計上されているものであります。 

 本来、予算計上をするに当たっては、その内容を十分精査した上、確かな積算

根拠をもって計上されるのが当然でありますが、今回の予算計上は、緊急を要す

る予算づけであったという執行部の説明は理解するものの、一業者からの見積額

を何の精査もせずにそのまま予算計上し、かつ性能発注の随意契約を行おうとす

るものであります。 

 市は今年度から、市民的な反対がある中で、ごみの減量化、ごみ焼却場の延命、

そして、経費の削減を目指して、議会の議決を経てごみ袋の有料化に踏み切った

ことは周知の事実であります。そういったことから、特にごみ焼却場に関する予

算につきましては、市民が納得できる、より透明性の高い予算執行でならなけれ

ばならないとも考えております。 

 市の財政状況が厳しい中、幾ら緊急といえども、一業者の見積額を予算計上す

る手法については、当委員会として当然容認できるものではなく、本工事請負費

６,０２６万９,０００円については、今回の補正予算から全額減額し、今後は、

精査の上、改めて予算計上されるよう強く求めるものであります。 
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 以上が、当委員会における修正予算案の提案理由でございます。 

 なお、修正予算部分以外の予算につきましては、特に、歳出第２款総務費、第

１項総務管理費、第１３目コミュニティセンター費の委託料１,１７３万２,００

０円については、九鬼、曽根の地区センターを兼ねたコミュニティーセンターの

建設に伴う委託料であります。 

 この事業につきましては、平成２３年３月に示されている尾鷲市公共施設耐震

化に関する取組方針に基づき、現在老朽化をしておりますセンターの耐震整備を

順次進めることについては、委員会として何ら異議を申すものではありませんが、

その具体的な整備内容や計画の方向性が全くと言っていいほど議会に示されるこ

となく、既に地区住民に対する説明会等を行い、かつ地区住民の皆様の理解のも

とに補正予算化されたことは、甚だしい議会軽視であるとともに、委員会での建

設的な議論の妨げになった行為は、岩田市政２期目のスタートに向けて、議会と

の対峙姿勢のあらわれがかいま見えたところであります。 

 また、住民の皆様の利活用や利便性、そして、漁村地域における土地利用の観

点から、やむを得ず公共施設を津波予想浸水域に建設することは、輪内中学や早

田コミュニティーセンターの建設の際にも、避難路の確保、あるいは住民の避難

態勢意識の向上というソフト部分の対策についても、相当な議論がなされたとこ

ろでした。 

 さらに岩田市長は、定例会の市政報告の中で命のまちづくりを標榜しているに

もかかわらず、特に九鬼センターにかかわる避難路の確保についての説明は曖昧

な部分があり、建設予定地についても、再度住民との協議を求める意見や避難路

の確保と一体的な整備提案を求める意見が多く出され、審査が２日間に及んだと

ころでありました。 

 このような委員会からの指摘に関して、今後この種の提案をされるに当たって

は、議会審査をないがしろにすることなく、より丁寧で周到な準備を行い、しっ

かりとした予算説明を求める意見があったことを強く申し添えて、予算決算常任

委員会の委員長報告とかえさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお

願いいたします。 

議長（髙村泰德議員） 以上で各委員長の報告は終了いたしました。 

 これより各委員長の報告に対する質疑に入ります。 

 質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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議長（髙村泰德議員） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

 ただいまのところ、討論の通告はございません。討論はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

議長（髙村泰德議員） ないようですので、これをもって討論を終結いたします。 

 これより採決を行います。 

 最初に、日程第３、議案第４２号「尾鷲市新型インフルエンザ等対策本部条例

の制定について」を採決いたします。 

 本議案に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告のとおり決する

ことに賛成の方は挙手願います。 

（挙 手 全 員） 

議長（髙村泰德議員） 挙手全員。 

 挙手全員であります。よって、議案第４２号は、原案のとおり可決されました。 

 次に、日程第４、議案第４３号「選挙管理委員会及び議会等の要求により出頭

した者等の実費弁償に関する条例の一部改正について」を採決いたします。 

 本議案に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告のとおり決する

ことに賛成の方は挙手を願います。 

（挙 手 全 員） 

議長（髙村泰德議員） 挙手全員。 

 挙手全員であります。よって、議案第４３号は、原案のとおり可決されました。 

 次に、日程第５、議案第４４号「尾鷲市立小学校及び中学校設置条例の一部改

正について」を採決いたします。 

 本議案に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告のとおり決する

ことに賛成の方は挙手願います。 

（挙 手 全 員） 

議長（髙村泰德議員） 挙手全員。 

 挙手全員であります。よって、議案第４４号は、原案のとおり可決されました。 

 次に、日程第６、議案第４５号「尾鷲市立幼稚園条例の一部改正について」を

採決いたします。 

 本議案に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告のとおり決する

ことに賛成の方は挙手願います。 

（挙 手 全 員） 



－２１２－ 

議長（髙村泰德議員） 挙手全員。 

 挙手全員であります。よって、議案第４５号は、原案のとおり可決されました。 

 次に、日程第７、議案第４６号「尾鷲市水道事業及び簡易水道事業の設置等に

関する条例の一部改正について」を採決いたします。 

 本議案に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告のとおり決する

ことに賛成の方は挙手願います。 

（挙 手 全 員） 

議長（髙村泰德議員） 挙手全員。 

 挙手全員であります。よって、議案第４６号は、原案のとおり可決されました。 

 次に、日程第８、議案第４７号「平成２５年度尾鷲市一般会計補正予算（第２

号）の議決について」を採決いたします。 

 本議案に対する委員長の報告は修正可決であります。 

 まず、委員会の修正案について採決いたします。委員会の修正案に賛成の方は

起立願います。 

（起 立 全 員） 

議長（髙村泰德議員） 起立全員。 

 起立全員であります。よって、委員会の修正案は可決されました。 

 次に、ただいま修正議決した部分を除く原案について採決いたします。修正部

分を除く部分を原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。 

（起 立 全 員） 

議長（髙村泰德議員） 起立全員。 

 起立全員であります。よって、修正部分を除く部分は、原案のとおり可決され

ました。 

 次に、日程第９、議案第４８号「職員の給与に関する条例の臨時特例を定める

条例の制定について」を採決いたします。 

 本議案に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告のとおり決する

ことに賛成の方は挙手願います。 

（挙 手 全 員） 

議長（髙村泰德議員） 挙手全員。 

 挙手全員であります。よって、議案第４８号は、原案のとおり可決されました。 

 次に、日程第１０、議案第５０号「工事請負契約について（宮之上小学校耐震

整備に伴う改築工事）」を採決いたします。 



－２１３－ 

 本議案に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告のとおり決する

ことに賛成の方は起立願います。 

（起 立 全 員） 

議長（髙村泰德議員） 起立全員。 

 起立全員であります。よって、議案第５０号は、原案のとおり可決されました。 

 次に、日程第１１、陳情第５号「尾鷲市民プール運営の継続に対する支援につ

いての陳情の継続審査申し出について」を議題といたします。 

 生活文教常任委員会から、目下委員会において審査中の事件について、会議規

則第１１０条の規定によって、お手元に配付いたしました申出書のとおり閉会中

の継続審査の申し出がありました。 

 お諮りいたします。 

 生活文教常任委員会からの申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることに御

異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（髙村泰德議員） 御異議なしと認めます。よって、委員長からの申し出のとお

り、閉会中の継続審査とすることに決しました。 

 以上で本日の日程は終了いたしました。 

 ここで、市長より御挨拶がございます。 

 市長。 

〔市長（岩田昭人君）登壇〕 

市長（岩田昭人君） 平成２５年第２回定例会の閉会に当たりまして、一言御挨拶を

申し上げます。 

 去る７月１０日の開会以来、御提案を申し上げました「尾鷲市新型インフルエ

ンザ等対策本部条例の制定について」を初めとする各種重要案件につきましては、

終始慎重に御審議をいただき、まことにありがとうございました。 

 今回の議案におきまして修正となりました議案第４７号「平成２５年度尾鷲市

一般会計補正予算（第２号）の議決について」のうち、４款衛生費、２項清掃費、

３目塵芥処理施設費、１５節工事請負費につきましては、不十分な積算であった

ことを深く反省しております。精査の上、改めてその予算案を提案させていただ

きたいと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。 

 また、議案全般にわたりさまざまな御指摘、御意見等をいただきました点につ

きましても、今後執行に当たり十分心してまいりたいと存じます。 



－２１４－ 

 今後とも御指導、御鞭撻を賜りますようお願い申し上げまして、簡単ではござ

いますが、閉会の御挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。 

議長（髙村泰德議員） 去る７月１０日開会以来、長い間まことに御苦労さんでござ

いました。 

 これをもって平成２５年第２回定例会を閉会いたします。 

〔閉会 午前１１時０１分〕 
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